
原子力損害賠償・廃炉等支援機構の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

副理事長

理事

理事（非常勤）

監事（非常勤）

　当機構は、未曽有の大事故となった平成23年3月の東京電力福島第一原発事故を受けて、東
京電力の資金調達が極めて厳しい状況に陥ったことにより、当該事故による被災者への迅速か
つ公正な賠償や電気の安定供給に支障が生じるおそれがあるとして、原子力損害が発生した
場合の損害賠償の支払い等に対応する支援組織として特別の法律に基づき設立された認可法
人である。このように、当機構は緊急かつ危機的状況に対応するために設立された法人であり、
その主要業務も、資金援助業務、負担金収納業務、原子力損害賠償に関する相談業務、それ
らに加えて、平成26年8月の改組に伴い新たに追加された廃炉等に関する研究開発業務や技
術的な助言・指導・勧告業務等と多岐に亘る。このため、役員報酬水準を検討するにあたって
は、比較考慮すべき類似業務を有する特定の法人が他に見当たらないことから、国家公務員指
定職の給与水準を参考としている。

　当機構の役員報酬については、業績給を導入しておらず、主務大臣により認可された予算に
従い、国家公務員指定職に準じた水準としている。

　役員報酬基準は、月額及び特別手当から構成されている。月額に
ついては、役員給与規程に則り、本給（理事長：1,126千円）に地域
手当（本給に100分の18.5を乗じて得た額）、通勤手当を加算して算
出している。特別手当については、役員給与規程に則り、本給及び
地域手当の月額、本給月額×100分の25を乗じて得た額、本給及び
地域手当の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、6月支給
分については100分の147.5、12月支給分については100分の167.5
を乗じて得た額としている。
　なお、平成27年度においては、国家公務員指定職の改定に準拠し
た特別手当支給率の引き上げ（年間0.05月分）を実施した。

　同上
　※ただし、理事の本給は891千円としている。

　理事（非常勤）の役員報酬基準は、役員給与規程に則り、月額250
千円としている。

　監事（非常勤）の役員報酬基準は、役員給与規程に則り、月額250
千円としている。

　同上
　※ただし、副理事長の本給は971千円としている。

  ②  平成27年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

　③ 役員報酬基準の内容及び平成27年度における改定内容

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方



２　役員の報酬等の支給状況
平成27年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

7,761 4,758 2,123 880 （地域手当） 9月14日 ※

千円 千円 千円 千円

11,790 7,289 3,153 1,348 （地域手当） 9月15日

千円 千円 千円 千円

7,076 5,366 718 992 （地域手当） 9月14日

千円 千円 千円 千円

10,166 6,285 2,719 1,162 （地域手当） 9月15日 ＊

千円 千円 千円 千円

8,184 5,017 2,239 928 （地域手当） 9月14日 ＊
千円 千円 千円 千円

8,411 5,209 2,239 963 （地域手当） 9月19日 ◇

千円 千円 千円 千円

9,282 5,686 2,544 1,052 （地域手当） 9月20日 ◇

千円 千円 千円 千円

6,982 4,172 1,995
771
44

（地域手当）
（通勤手当） 9月3日 ◇

千円 千円 千円 千円

9,342 5,822 2,383
1,077

60
（地域手当）
（通勤手当） 9月4日 ◇

千円 千円 千円 千円

17,693 10,896 4,782 2,015 （地域手当）

千円 千円 千円 千円

9,145 5,580 2,495
1,032

38
（地域手当）
（通勤手当） 9月20日

千円 千円 千円 千円

3,000 3,000 0 0
（　　　　）

千円 千円 千円 千円

3,000 3,000 0 0 （　　　　）
注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入する。
注２：「地域手当」とは、民間の賃金水準が高い地域（機構本部）に在勤する役員に対し支給して
　　　　いるものである。
注３：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　 退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
       独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

前職

D理事

就任・退任の状況
役名

その他（内容）

法人の長

B理事

C理事

F理事

A監事
（非常勤）

副理事長

H理事
（非常勤）

G理事

法人の長

副理事長

E理事

A理事



３　役員の報酬水準の妥当性について

【法人の検証結果】
　法人の長

　副理事長

　理事

　当機構は平成26年8月の改組により、新たに副理事長を設置した。
当機構理事長の代理や、損害賠償、電力の安定供給、廃炉の着実
な実施といった機構が果たすべき重要な役割について、その重責を
全うできる人材を確保するためには、国家公務員指定職と同程度の
待遇とする必要がある。当機構の役員の報酬水準を規定する「役員
給与規程」は国家公務員の給与体系に準じて定められていることか
ら、当該規程に基づき支給される当機構の副理事長の報酬水準
（18,921千円（※））は妥当なものと認められる。
　なお参考までに、現時点で公表されている「特殊法人等の役職員
の給与等の水準（平成26年度）」によると、当機構の副理事長の報酬
水準（18,921千円）は、平成26年度の特殊法人等の副理事長の平均
報酬額（22,957千円）と比較し大きく下回る水準となっている。
※報酬水準とは、例えば年度途中に就任若しくは退任したこと等により実
際の支給額が減ぜられることなく、当機構の役員給与規程に基づき満額支
給された際の年度報酬額を言う。

　当機構は、未曽有の大事故となった東京電力福島第一原発事故
による大規模な原子力損害に係る賠償の迅速かつ適切な実施及び
電気の安定供給等を図ることを目的とし、資金援助業務や賠償相談
業務、事故炉の廃炉に関する技術的支援や研究開発等を実施して
いる。当機構の長である理事長として、損害賠償、電力の安定供給、
廃炉の着実な実施といった重責を全うできる人材を確保するために
は、国家公務員指定職と同程度の待遇とする必要がある。当機構の
役員の報酬水準を規定する「役員給与規程」は国家公務員の給与
体系に準じて定められていることから、当該規程に基づき支給される
当機構の理事長の報酬水準（21,942千円（※））は妥当なものと認め
られる。
　なお参考までに、現時点で公表されている「特殊法人等の役職員
の給与等の水準（平成26年度）」によると、当機構の理事長の報酬水
準（21,942千円）は、平成26年度の特殊法人等の法人の長の平均報
酬額（24,951千円）と比較し大きく下回る水準となっている。
※報酬水準とは、例えば年度途中に就任若しくは退任したこと等により実
際の支給額が減ぜられることなく、当機構の役員給与規程に基づき満額支
給された際の年度報酬額を言う。

　上述の通り、損害賠償、電力の安定供給、廃炉の着実な実施と
いった機構が果たすべき重要な役割について、各々の職責を全うで
きる人材を確保するためには、国家公務員指定職と同程度の待遇と
する必要がある。当機構の役員の報酬水準を規定する「役員給与規
程」は国家公務員の給与体系に準じて定められていることから、当機
構の理事の報酬水準（17,693千円（※））は妥当なものと認められる。
　なお参考までに、現時点で公表されている「特殊法人等の役職員
の給与等の水準（平成26年度）」によると、当機構の理事の報酬水準
（17,693千円）は、平成26年度の特殊法人等の理事の平均報酬額
（18,493千円）と比較し下回る水準となっている。
※報酬水準とは、例えば年度途中に就任若しくは退任したこと等により実
際の支給額が減ぜられることなく、当機構の役員給与規程に基づき満額支
給された際の年度報酬額を言う。



　理事（非常勤）

　監事（非常勤）

【主務大臣の検証結果】

　当該法人の役員報酬水準は、その職務の重要性に鑑み、国家公
務員指定職の報酬水準に準じて定められていること、また、他の特
殊法人等の同役員の報酬水準と比較しても、概ね平均を下回る水準
となっていることから、妥当なものと認められる。

　上述の通り、損害賠償、電力の安定供給、廃炉の着実な実施と
いった機構が果たすべき重要な役割について、各々の職責を全うで
きる人材を確保するためには、国家公務員指定職や他の特殊法人
等の理事（非常勤）と同程度の待遇とする必要がある。当機構の役員
の報酬水準を規定する「役員給与規程」は国家公務員の給与体系
に準じて定められており、当機構の理事（非常勤）の報酬水準は常
勤理事の報酬を基準として定められていることから、当機構の理事
（非常勤）の報酬水準（3,000千円（※））は妥当なものと認められる。
　なお参考までに、現時点で公表されている「特殊法人等の役職員
の給与等の水準（平成26年度）」によると、当機構の理事（非常勤）の
報酬水準（3,000千円）は、平成26年度の他の特殊法人等毎の理事
（非常勤）の平均報酬額と比較した場合、理事（非常勤）が在籍する
該当6法人のうち、3番目の水準となっている。
※報酬水準とは、例えば年度途中に就任若しくは退任したこと等により実
際の支給額が減ぜられることなく、当機構の役員給与規程に基づき満額支
給された際の年度報酬額を言う。

　上述の通り、損害賠償、電力の安定供給、廃炉の着実な実施と
いった重要な役割を担う当機構において、監事の職責を全うできる
人材を確保するためには、国家公務員指定職や他の特殊法人等の
監事（非常勤）と同程度の待遇とする必要がある。当機構の役員の報
酬水準を規定する「役員給与規程」は国家公務員の給与体系に準じ
て定められており、当機構の監事（非常勤）の報酬水準は常勤理事
の報酬を基準として定められていることから、当機構の監事（非常勤）
の報酬水準（3,000千円（※））は妥当なものと認められる。
　なお参考までに、現時点で公表されている「特殊法人等の役職員
の給与等の水準（平成26年度）」によると、当機構の監事（非常勤）の
報酬水準（3,000千円）は、特殊法人等の監事（非常勤）の平均給与
額（4,138千円）を下回る水準となっている。
※報酬水準とは、例えば年度途中に就任若しくは退任したこと等により実
際の支給額が減ぜられることなく、当機構の役員給与規程に基づき満額支
給された際の年度報酬額を言う。



４　役員の退職手当の支給状況（平成27年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

4,494 4 0 H27.9.14 1.0 ※

千円 年 月

千円 年 月

千円 年 月

千円 年 月

千円 年 月

千円 年 月

千円 年 月

千円 年 月

注：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。

理事B
（非常勤）

法人での在職期間

法人の長

理事A

監事B
（非常勤）

監事B

監事A
（非常勤）

理事B

理事A
（非常勤）

監事A

該当なし 

該当なし 

該当なし 

該当なし 

該当なし 

該当なし 

該当なし 

該当なし 



５　退職手当の水準の妥当性について

【主務大臣の判断理由等】

区分

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

監事A
（非常勤）

法人の長

理事A

理事B

該当なし

監事B

該当なし

理事B
（非常勤）

監事A

理事A
（非常勤）

該当なし

監事B
（非常勤）

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

注：「判断理由」欄には、法人の業績、担当業務の業績及び個人的な業績の検討結果を含め、業績勘案
率

　当機構の役員報酬については、業績給を導入しておらず、主務大臣により認可され
た予算に従い、国家公務員指定職に準じた水準としている。
　また、退職手当については業績反映を行うこととしており、在職期間1月につき、当該
役員の本給月額の100分の10.875の割合を乗じて得た額に、理事長が定める委員会
又は理事長が指名する外部の者が0.0～2.0の範囲内で当該役員の業績に応じて決
定する業績勘案率を乗じて得た額としている。
　現時点において役員報酬における業績給の導入は予定していないものの、人事院
勧告や他の法人の事例等も参考としつつ、不断の見直しを行うことにより、引き続き適
正な報酬水準の確保に努める。

該当なし

判断理由

退職手当支給額は、「独立行政法人、特殊法人及び認可法人の役員の退職金について」（平成15年12月19日閣議決定(平成27年３月24日一部改正)）に基

づき当機構に設置した業績評価委員会にて決定された業績勘案率を用いて算出されており、業績勘案率についても、当該委員会において、在任期間にお

ける業績等を勘案し決定されており、妥当なものであると判断している。



Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　③　 給与制度の内容及び平成27年度における主な改定内容

２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

59 50.2 10,231 7,575 231 2,656
人 歳 千円 千円 千円 千円

42 46.7 9,424 6,957 251 2,467
人 歳 千円 千円 千円 千円

17 58.9 12,225 9,104 181 3,121

人 歳 千円 千円 千円 千円

12 46.5 3,729 3,408 101 321
人 歳 千円 千円 千円 千円

12 46.5 3,729 3,408 101 321

指定職

平均年齢

　当機構職員給与規程に則り、俸給及び諸手当（特別調整給、扶養手当、地域手当、広域異
動手当、通勤手当、住居手当、単身赴任手当、超過勤務手当、休日給、深夜勤務手当、管理
職員特別勤務手当、特殊勤務手当、期末手当及び勤勉手当）としている。
　期末手当については、期末手当基礎額（俸給の月額＋扶養手当の月額＋地域手当の月額
＋広域異動手当の月額＋役職段階別加算額＋管理職加算額）に6月に支給する場合におい
ては100分の122.5（管理職においては100分の102.5）、12月に支給する場合においては100
分の137.5（管理職においては100分の117.5）を乗じ、さらに基準日以前6箇月以内の期間に
おけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。
　勤勉手当については、勤勉手当基礎額（俸給の月額＋地域手当の月額＋広域異動手当の
月額＋役職段階別加算額＋管理職加算額）に「期末手当及び勤勉手当に関する実施細則」
（以下「実施細則」という。）に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額としている。
　※役職段階別加算額：俸給、地域手当及び広域異動手当の月額に100分の20の範囲内で実施細則
で定める割合を乗じて得た額
　※管理職加算額：俸給の月額に100分の25の範囲内で実施細則で定める割合を乗じて得た額
　なお、平成27年度においては、国家公務員行政職（一）の改定に準拠した①ベースアップ
（平均0.4%程度）、②勤勉手当成績率（標準）の引き上げ（年間0.1月分（役員は0.05月分））、
③地域手当の支給割合の引き上げ（0.5％）を実施した。

平成27年度の年間給与額（平均）

　職員の勤務実績に応じて、昇給、昇格及び賞与のうち勤勉手当の額に反映させることとして
いる。

総額
人員

事務・技術

うち賞与うち所定内

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

区分

注：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。尚、上記の他、「研究職種」や
「医療職種（病院医師）」等については、該当がないため欄を省略している。

注：上記の「常勤職員」、「非常勤職員」以外の「在外職員」等については、該当がないため欄を省略して
いる。

注：「指定職」とは、国家公務員指定職俸給表の適用を受けていた者、弁護士、公認会計士等で、こうし
た職員特有の　「事務・技術」とは別の俸給表の適用を受けている者を指す。尚、上記の他、「研究職種」
や「医療職種（病院医師）」等については、該当がないため欄を省略している。

事務・技術

非常勤職員

　当機構職員の給与水準を検討するにあたって、類似の事業を実施している特定の法人は他
に見当たらなかったことから、国家公務員の給与体系に準拠した支給水準を設定している。
　なお参考までに、平成26年度の対国家公務員指数（年齢・地域・学歴勘案）によると、当機
構の指数は特殊法人等11法人のうち中位の水準となっている。

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
　　の仕組み及び導入実績を含む。）

常勤職員



②

③

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

8 51.1 12,728

17 51.0 9,797

11 43.3 7,637

6 34.8 5,480

④

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

51.0 54.1 52.6

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 49.0 45.9 47.4

％ ％ ％

         最高～最低 　53.7　～　46.4　 　50.3　～　43.0　 　51.9　～　44.6　

％ ％ ％

62.5 65.3 63.9

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 37.5 34.7 36.1

％ ％ ％

         最高～最低 　43.2　～　35.2　 　37.5　～　32.3　 　38.8　～　34.1　

注１：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。
注2：年齢20～23歳、24～27歳、40～43歳の該当者なし。
注3：年齢28～31歳、32～35歳、36～39歳の該当者は4人以下のため、第1四分位及び第3四分位については表示して
いない。

12,785  ～  6,117

執行役員

審議役

調査役

主査

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員）

分布状況を示すグループ

千円

 13,823  ～  11,836

一般
職員

年間給与額

一律支給分（期末相当）

最高～最低

賞与（平成27年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）

区分

管理
職員

6,676  ～   4,336

10,212  ～  4,254

人員

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員）〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。以
下、④まで同じ。〕

平均年齢

一律支給分（期末相当）

２人 ５人 ９人 
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第１四分位 

国の平均給与額 

年間給与の分布状況（事務・技術職員） 

千

人 
千円 



３　給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

・年齢・学歴勘案　　　　　　　　 124.5

対国家公務員
指数の状況

・年齢・地域勘案　　　　　　　 　114.6

項目

１．当機構の職員の95.2％が東京に勤務しており、当該職員に対し、
18.5％といった高い支給割合の地域手当を支給している。
（参考）東京在勤の割合
　機構                       ： 95.2％
　国家公務員（行（一））： 31.2％

２．当機構においては、東京電力の特別事業計画の作成にあたり同社の財
務分析のほか、経営合理化策や組織改革の検討、さらには廃炉に関する
技術的支援や研究開発の企画、進捗管理等の業務を行っており、当該業
務を行うため、企業会計や経営学、化学や物理学等の高度な専門性が必
要となるため、職員に占める大卒者の割合が95.2％と高くなっている。
（参考）大卒以上の高学歴者の割合
　機構                       ： 95.2％
　国家公務員（行（一））： 54.7％
　※大卒者には、修士課程以上の修了者を含む。

３．東京電力の経営改革や廃炉作業を着実に進めていく観点から、高度な
専門性に基づく正確な判断が必要とされ、迅速かつ責任ある職務遂行が
求められることから、当機構の職員構成は少数精鋭の管理職主体となって
おり、平成27年度においては、国家公務員（行（一））（17.3％）と比較して
高い管理職割合（35.7％）となっている。

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　50.0％】
（国からの財政支出額4,268,700,000千円、支出予算（現額）の総額
8,534,779,857千円：平成27年度予算）
※支出予算のうち、（項）資金援助事業費（目）資金交付金（4,268,700,000
千円）については、交付国債の償還により東京電力に交付されるものであ
る。
【累積欠損額　該当なし：平成26年度決算】
【東京在勤の割合95.2％（常勤職員42名中40人）】
【大卒以上の高学歴者の割合95.2％（常勤職員42名中40人）】
【管理職の割合35.7％（常勤職員42名中15人）】
【支出総額に占める給与・報酬等支出総額の割合20.8％】
（支出総額4,042,165千円、給与・報酬等支給総額839,664千円：平成26年
度決算）
※支出総額とは、経常費用（516,637,165千円）から資金援助事業費
（512,595,000千円）を除いた額とする。

内容

・年齢・地域・学歴勘案　　　  　110.3

・年齢勘案　　　　　　　　　　　　129.8

　
　



４　モデル給与

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

　当機構の職員給与については、国家公務員の給与体系に準拠した支
給水準としており、国家公務員と同等の業績給を導入している。
  具体的には、昇給については、勤務実績に応じ昇給する号俸数を決
定することとしており、また、賞与のうち勤勉手当については、勤勉手当
基礎額に勤務実績に応じた支給割合を乗じた額を支給することとしてい
る。

講ずる措置

（主務大臣の検証結果）
　原子力損害賠償・廃炉等支援機構の給与水準が国家公務員の給与水
準に比べて高くなっているのは、ほとんどの職員（95.2％）の勤務地が東京
（地域手当の支給率が高い地域）であること、また、東京電力の財務分析の
ほか、経営合理化策や組織改革の検討等の業務を行っており、その業務
の特殊性から、企業会計や経営学等の高度な専門性を備えた者（大卒以
上95.2％）を採用していること、さらに、業務の性質上、職員の管理職割合
が高いこと（35.7％）が要因であると考えられる。
　当機構は、上記のような優秀な人材確保の必要性を踏まえつつ、人事院
勧告や他の法人の事例等も参考としながら、引き続き適正な給与水準の確
保に努める必要がある。

○22歳（本部係員、大卒初任給、独身）
　月額　224千円　　年間給与　3,316千円
○35歳（本部主査、配偶者・子1人）
　月額　388千円　　年間給与　6,413千円
○45歳（本部審議役、配偶者・子2人）
　月額　558千円　　年間給与　9,306千円

（機構の検証結果）
　給与水準が国家公務員と比較すると高くなっているのは、勤務地、業務
及び職員構成の特殊性が原因であるが、引き続き、人事院勧告に準じた
給与改定を行う等の給与水準の適正化に努めることが必要である。

　給与水準の妥当性の
　検証

　上記「国に比べて給与水準が　高くなっている理由」による給与水準の格
差は、今後も解消は困難であるものの、今後も、人事院勧告等の内容等も
勘案しつつ、給与水準の見直しを行い、国民の理解が得られる水準とする
よう努める。



Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成27年度）

前年度
（平成26年度）

千円 千円 千円 （％）

(A)
千円 千円 千円 （％）

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％）

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％）

(D)
千円 千円 千円 （％）

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

Ⅳ　その他

35.3

比較増△減

173,490

区　　分

13,850

給与、報酬等支給総額
1,014,613 839,664

福利厚生費

174,949 20.8

275,688 25.41,085,0151,360,703

退職手当支給額
4,010 9,840 245.4

■平成26年度人事院勧告を受けて、役職員の給与水準の引き下げを平成27
年度から実施。

最広義人件費

非常勤役職員等給与
158,749 113,087 45,662 40.4

■「給与、報酬等支給総額」等の増減要因
①給与、報酬等支給総額
　前年度比174、949千円増（20.8％増）については平成26年8月の改組により
新たに廃炉等業務が追加され、当該業務に係る職員が増加し、平成27年度に
初めて通年度の給与等の支給が行われたことが最大の要因である。
②退職手当支給額
　前年度比9,840千円増（245.4%増）については役員１名の退職に加え退職者
数が平成26年度に比べ増加したことが最大の要因である。
③非常勤役職員等給与
　前年度比45,662千円増（40.4％増）については平成26年8月の改組により新
たに廃炉等業務が追加され、当該業務に係る非常勤職員については平成27
年度から採用したことが最大の要因である。
④福利厚生費
　前年度比45,238千円増（35.3％）については、平成26年8月の改組により新た
に廃炉等業務が追加され職員が増加したことに加え、電離放射線健診費及び
放射線量の管理に係る費用が追加されたことが最大の要因である。

■「国家公務員の退職手当の支給水準引下げ等について」（平成24年8月7日
閣議決定）に基づく国家公務員の退職手当の見直しに関連して、国家公務員
の退職手当制度の改正に準じた引下げを実施。
・役員の退職金について、平成25年5月から退職手当の算定額に最終的に
「100分の87」に引き下げる調整率を乗じた額を支給する措置を実施した。
・職員の退職金について、平成25年7月から国家公務員の退職手当制度の改
正に準じた引下げを実施した。

128,252 45,238
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